
平成２５年 ７月２５日
北 海 道 森 林 管 理 局

指名停止措置の概要

１ 指名停止措置業者名及び業者の住所

業 者 名 住 所

一般財団法人 日本建設情報総合センター 東京都港区赤坂７－１０－２０

２ 指名停止期間
物品・役務の調達
平成２５年 ７月２５日 ～ 平成２５年 ９月２４日 (２ヶ月)

３ 指名停止措置の範囲：北海道森林管理局管内

４ 指名停止の理由

本件は、九州地方整備局外９機関が共同して発注した「平成２４年度 積算シ
ステム運用管理業務」において、システムプログラムの動作確認を一部行ってい
なかったため、誤った予定価格により落札者を決定した工事契約（近畿地方整備
局管内工事発注案件２件）において契約解除を行う必要が生じ、発注者に損害を
生じさせたものである。
このことは、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措

置要領」別表第１２号（不正又は不誠実な行為）の措置要件に該当する事実があ
るため。

参 考

物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について（抜粋）
別表 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措 置 要 件 期 間
（不正又は不誠実な行為）

12 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為 当該認定をした日から

をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 １カ月以上９カ月以内
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